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１　介護予防・日常生活支援総合事業の概要
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【現行制度との比較】
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１２．５％

１号保険料
２２％

２号保険料
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○平成26年の介護保険法改正により創設された制度。すべての市町村が平成30年4月までに実施することになります。

○介護予防給付のうち介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、新たに第１号訪問事業（訪問型サービス）、第１号

   通所事業（通所型サービス）として介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）に位置づけられます。

○総合事業は介護保険制度の中に位置づけられた事業であり、公費投入割合といった財源構成は従来と変わりません。

【財源構成】

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）について

介護給付（要介護１～５）

介護予防給付
（要支援１～２）

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

地

域

支

援

事

業

介護予防事業
又は（旧）介護予防・日常生活支援総合事業

○二次予防事業

○一次予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

介護給付（要介護１～５）

介護予防給付（要支援１～２）

介護予防・日常生活支援総

合事業（要支援１～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・第１号訪問事業（訪問型サービス）

・第１号通所事業（通所型サービス）

・ 第１号生活支援事業（生活支援サービス）

・第１号介護予防支援事業

（介護予防ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

現行と同様

現行と同様

事業に移行

全市町村で実施

多

様

化

〈現行〉

地

域

支

援

事

業
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２　館林市における総合事業への移行
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総合事業への移行について

○対象者は、第１号被保険者のうち、要支援１、２の判定を受けた人、及び基本チェックリスト等で事業対象者と判定を受けた人。

①平成２８年３月１日以降の新規申請者（すべて要介護・要支援認定申請を行い、要支援１、２の判定を受け、訪問型サービスまたは

通所型サービスのみ利用希望のかた）

②平成２８年３月１日以降の更新申請者より順次移行（訪問型サービスまたは通所型サービスのみ利用希望のかた）

※更新申請者のうち、

☆訪問看護、福祉用具、住宅改修等の介護予防サービス利用希望者は要介護・要支援認定申請を行います。

☆訪問型サービスまたは通所型サービスのみ利用希望の更新申請者は基本チェックリスト等を行います。

○総合事業において、指定基準、報酬・加算等も含めて現行の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護と同一の基準による、

訪問型サービス、通所型サービスを実施します。

館林市の総合事業への移行時期は平成２８年３月

現行の介護予防訪問介護、介護予防通所介護と同じサービスを総合事業において実施します
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要支援認定更新者
平成２８年３月１日更新者 平成２８年４月１日更新者 平成２８年５月１日更新者 平成２８年６月１日更新者

（平成２８年２月２９日有効期間終了） （平成２８年３月３１日有効期間終了） （平成２８年４月３０日有効期間終了） （平成２８年５月３１日有効期間終了）

○従来どおり認定申請を行う場合もあり

申請の方法

更新の手続き期間 H28.1.1～H28.2.29 H28.2.1～H28.3.31 H28.3.1～H28.4.30 H28.4.1～H28.5.31

更新を希望するすべてのかた
が認定申請手続きを行う

更新を希望するすべてのかた
が認定申請手続きを行う

○平成２８年３月１日から市役所または高齢者あんしん相談センター窓口で基本
　 チェックリストを活用した対象者の振り分けを開始（訪問型サービス、通所型
   サービスのみ利用するかた）

○たてばやし広報２月１５日号及びホームページ掲載

○更新申請者のうち、☆２月２９日、３月３１日認定切れの更新申請者には、「介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書」に説明書を同封

☆４月３０日以降の認定切れの更新申請者には、「要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ」に説明書を同封

周知の方法

申請の方法
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館林市における総合事業の移行時事業メニューについて（概要）
訪問型サービス・通所型サービス

現行の介護予防給付に相当するサービスで介護事業所が実施主体。

基準、単価、サービス内容について旧予防給付と同等。指定の方法により実施。（平成２８年３月から実施）

旧介護予防給付の基準を緩和したサービスで介護事業所等が実施主体。主に雇用される労働者が生活援助（掃除・炊事等の家事援助）を提供。指定又は委託の

方法により実施。基準・サービス内容について旧予防給付より緩和。費用も廉価に設定。

旧介護予防給付の基準をさらに緩和したサービスで住民主体の取り組み。有償・無償のボランティア等による住民主体の生活援助（掃除・炊事等の家事援助）を提

供。委託又は補助の方法により実施。基準・サービス内容について旧介護予防給付をより緩和。費用もより廉価に設定。

Ⅰ．現行の介護予防訪問介護・介護予防通所介護相当

旧二次予防対象者向け介護予防事業に相当するサービス。専門職（保健師、ＰＴ・ＯＴ等）により３か月程度の期間で機能訓練を行う。直営又は補助の方法により実

施。費用は旧二次予防事業と同等程度。

Ⅱ．緩和した基準によるサービス

Ⅲ・住民主体による支援

Ⅳ．短期集中予防サービス

検討

検討

介護予防支援に相当するサービスで、高齢者あんしん相談センターが行う。

高齢者あんしん相談センターから居宅介護支援事業所への再委託もできま

す。

○ケアマネジメントＡ：介護予防支援と同等のサービス。要件や単価も同等。

（平成２８年３月から実施）

○ケアマネジメントＢ：Ａからアセスメント頻度、サービス担当者会議を緩和し

た類型を想定。単価はＡより廉価。（検討中）

○ケアマネジメントＣ：初回のみのケアマネジメント。

単価はＢより廉価。（検討中）

介護予防ケアマネジメント

○高額介護サービス費相当事業（←介護予防給付）

旧二次予防対象者、一次予防対象者の区別をなくし、６５歳以上のすべての高齢者と

その支援のための活動に関わる人を対象として、介護予防普及啓発事業や地域介

護予防活動支援事業等を実施します。

現在のサービスを継承するもの

一般介護予防事業

検討中
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３　サービス類型、基準及び単価について



基準 現行の訪問介護相当

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

17

移送前後の
生活支援

②訪問型サービスD
（移動支援）

多様なサービス

訪問介護員による身体介護、生活援助

○既にサービスを利用しているケースで、サー
　 ビスの利用の継続が必要なケース
○以下のような訪問介護員によるサービスが
　必要なケース
　
（例）
・認知機能の低下により日常生活に支障があ
  る症状・行動を伴う者
・退院直後で状態が変化しやすく、専門的サー
  ビスが特に必要な者　等
　
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの
　 利用を促進していくことが重要。

訪問型サービスB
に準じる

○状態等を踏まえながら、住民主体による
   支援等「多様なサービス」の利用を促進

・体力の改善に向け
  た支援が必要な
  ケース
・ADL・IADLの改善
　に向けた支援が
  必要なケース
　
※３～６か月の短期
　 間で実施

人員等を緩和した
基準

個人情報の保護等の最
低限の基準

内容に応じた
独自の基準

主に雇用労働者 ボランティア主体
保健・医療の専門職

（市町村）

　　①訪問型サービス　　　※市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

サービス種別

サービス内容

対象者と
サービス提供

の考え方

基準

生活援助等
住民主体の自主活動
として行う生活援助等

保健師等による居宅で
の相談指導等

予防給付の基準を基本

サービス
提供者（例）

②訪問型サービスA
（緩和した基準によるサービス）

①訪問介護 ②訪問型サービスB
（住民主体による支援）

②訪問型サービスC
（短期集中予防サービス）

訪問介護員（訪問介護事業者）

サービスの類型（国ガイドラインから抜粋）①

○訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。

○多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の専門職が

短期集中で行うサービス、移動支援を想定。



基準 現行の通所介護相当

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託
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サービス
提供者（例）

通所介護事業者の従事者
主に雇用労働者
＋ボランティア

ボランティア主体
保健・医療の専門職

（市町村）

対象者と
サービス提供

の考え方

○既にサービスを利用しており、サービスの利
　 用の継続が必要なケース
○「多様なサービス」の利用が難しいケース
○集中的に生活機能の向上のトレーニングを
   行うことで改善・維持が見込まれるケース
　
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの
　 利用を促進していくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等
　 「多様なサービス」の利用を促進

・ADL・IADLの改善に向けた
  支援が必要なケース　等
　
※３～６か月の短期間で実施

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の

最低限の基準
内容に応じた独自の基準

サービス内容
通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練

ミニデイサービス
運動・レクリエーション　等

体操、運動等の活動など、
自主的な通いの場

生活機能を改善するための
運動器の機能向上や栄養
改善等のプログラム

　　②通所型サービス　　　※市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

多様なサービス

サービス種別 ①通所介護 ②通所型サービスA
（緩和した基準によるサービス）

②通所型サービスB
（住民主体による支援）

②通所型サービスC
　　（短期集中予防サービス）

サービスの類型（国ガイドラインから抜粋）②

○通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。

○多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の専門職が

短期集中で行うサービスを想定。
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現行の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護相当のサービスについて

○厚生労働省に規定のあった旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護と同一の内容を総合事業のサービスとして規定します。

したがって、事業所の指定基準、報酬・加算等も旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護と同一です。

○ 初回加算の算定については、基本的には指定居宅介護支援、指定介護予防支援における基準に準じ、下記①②の場合に算定できます。

① 新規に介護予防ケアマネジメントを実施する場合（介護予防ケアマネジメントの実施が終了して２月以上経過したあとに、介護予防

ケアマネジメントを実施する場合を含みます。）

② 要介護者が要支援認定を受け、あるいはサービス事業対象者として介護予防ケアマネジメントを実施する場合

※ 予防給付を受けていた者が、要支援の認定有効期間が満了した翌月から、事業対象者として

総合事業のサービス利用に移行するときは初回加算の算定を行うことはできません。

○みなし指定とは、平成２７年３月３１日で有効な指定を持つ指定介護予防訪問介護事業所及び指定介護予防通所介護事業所に対

○し、総合事業における旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護と同一の内容のサービスを提供する事業所として、全国の

市町村が平成２７年４月１日に指定したとみなすものです。（医療確保推進法附則第１３条）

○これら事業所にあっては指定手続きが済んでいるとされるので、新規の指定申請手続きは不要、なお、みなし指定による指定の有

効期間は、平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日です。

【みなし指定の留意点】

事業所指定基準、報酬・加算は旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護と同一

現行の介護予防訪問介護、介護予防通所介護と同じサービスを総合事業においても実施します

○Ｈ２７．３．３１時点において有効な介護予防訪問介護等の指定を有していない事業所（Ｈ２７．４．１以降の新規指定事業所）には、

みなし指定の効力は及ばないため、これに該当する事業所が総合事業を実施する場合には、総合事業のサービス事業所として新規

指定を受ける必要があります。

○みなし指定は、総合事業サービス事業所としての新規指定の手続きを「手続き済」とみなすものです。したがって、指定の有効期間終了

（平成３０年３月３１日）前には更新の手続きが必要です。

Ｈ２７．４．１以降の新規指定介護予防訪問介護事業所等には、みなし効力は適用されません

みなし指定の有効期間終了前に指定の更新申請が必要



実施方法 事業者指定

設備基準

運営基準
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「館林市現行の指定介護予防訪問介護相当サービス及び指定介護予防通所介護相当サービスの事業の
人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱」に規定（旧来の介護予防訪問介護と同様、ただし、
書類の保存期間が、総合事業の場合は５年間となります。）

サービス種別
総合事業において実施される現行の介護予防訪問介護相当のサービス

（サービスコード表　Ａ１またはA２）

サービス内容

対象者と
サービス提供の

考え方

人員基準

○訪問介護員による身体介護、生活援助

○すでにサービスを利用しているケースで、サービスの利用の継続が必要なケース
○身体介護が必要なケース

①管理者　常勤・専従１人以上（ただし、支障のない場合、兼務可）
②訪問介護員等 常勤換算２．５人以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②
（介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①
③サービス提供責任者　常勤の訪問介護員等のうち、利用者４０人又はその端数を増すごとに１人以上（一部非常勤
可）。ただし常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者が１
人以上配置されている等の事業所は、利用者５０人に１人又はその端数を増すごとに１人以上
③（介護福祉士、実務研修修了者３年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修等修了者）

訪問型・通所型サービスの基準及び単価について①

訪問型サービスの基準



※　加算内容に変更があった場合は、都道府県と本市の両方に各種書類を提出してください。

　なお、介護予防訪問介護及び現行の介護予防訪問介護相当のサービスはどちらも同じ内容・基準となるため、

　加算算定等は同内容のものを提出してください。
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単価

○単価は、現行の介護予防訪問介護と同額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
訪問Ⅰ（週１回）　　　　　　　　　　　　１，１６８単位／月
訪問Ⅱ（週２回）　　　　　　　　　　　　２，３３５単位／月
訪問Ⅲ（週２回を超える程度）　　　　３，７０４単位／月

加算
　①初回加算　　　　　　　　　　　２００単位／月
　②生活機能向上連携加算　　１００単位／月
　③介護職員処遇改善加算　（Ⅰ）　所定単位数の８６／１０００加算
③　　　　　　　　　　　　　　　　 　（Ⅱ）　所定単位数の４８／１０００加算
③　　　　　　　　　　　　　　　　 　（Ⅲ）　（Ⅱ）の９０％加算
③　　　　　　　　　　　　　　　　 　（Ⅳ）　（Ⅱ）の８０％加算

サービス種別
総合事業において実施される現行の介護予防訪問介護相当のサービス

（サービスコード表　Ａ１またはA２）

訪問型・通所型サービスの基準及び単価について②

訪問型サービスの単価



実施方法 事業者指定

運営基準
「館林市現行の指定介護予防訪問介護相当サービス及び指定介護予防通所介護相当サービスの
事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱」に規定（旧来の介護予防訪問介護と同
様、ただし、書類の保存期間が、総合事業の場合は５年間となります。）
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設備基準

①食堂及び機能訓練室（３㎡×利用定員以上）
②静養室・相談室・事務室
③消火設備その他の非常災害に必要な設備
④必要なその他の設備・備品

人員基準

①管理者　常勤・専従１人以上（ただし、支障のない場合、兼務可）
②生活相談員 専従１人以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②２
①
③看護職員　専従１人以上
③（定員１０人以下の場合は、看護職員又は介護職員いずれか１人以上）
③
④介護職員　　１５人以下専従１人以上
④　　　　　　　　１５人超　利用者１人につき専従０．２人以上
④（生活相談員・介護職員の１人以上は常勤）
⑤機能訓練指導員　１人以上

サービス種別
総合事業において実施される現行の介護予防通所介護相当のサービス

（サービスコード表　Ａ５またはA６）

サービス内容 ○現行の介護予防通所介護と同様のサービス

対象者と
サービス提供の

考え方

○すでにサービスを利用しているケースで、サービスの利用の継続が必要なケース
○入浴、排泄、食事等の介助が必要なケース

訪問型・通所型サービスの基準及び単価について③

通所型サービスの基準



※　加算内容に変更があった場合は、都道府県と本市の両方に各種書類を提出してください。

　なお、介護予防訪問介護及び現行の介護予防訪問介護相当のサービスはどちらも同じ内容・基準となるため、

　加算算定等は同内容のものを提出してください。
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単価

○単価は、現行の介護予防通所介護と同額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
○
要支援１　　１，６４７単位／月
要支援２　　３，３７７単位／月

加算
  ①生活機能向上グループ活動加算
  ②運動器機能向上加算
  ③栄養改善加算
  ④口腔機能向上加算
  ⑤選択的サービス複数実施加算
  ⑥事業所評価加算
　⑦サービス提供体制強化加算
　⑧介護職員処遇改善加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③
③

サービス種別
総合事業において実施される現行の介護予防通所介護相当のサービス

（サービスコード表　Ａ５またはA６）

訪問型・通所型サービスの基準及び単価について④

通所型サービスの単価



館林市訪問型サービス（みなし）サービスコード表

　※平成２７年３月３１日までに介護予防訪問介護の指定を受けていた「みなし指定事業者」が使用します。

種類 項目

Ａ１ 1111 訪問型サービスⅠ 1,168      

Ａ１ 1113 訪問型サービスⅠ・初任 818        

Ａ１ 1114 訪問型サービスⅠ・同一 1,051      

Ａ１ 1115 訪問型サービスⅠ・初任・同一 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合　×70％ 736        

Ａ１ 2111 訪問型サービスⅠ日割 38          

Ａ１ 2113 訪問型サービスⅠ日割・初任 27          

Ａ１ 2114 訪問型サービスⅠ・日割・同一 34          

Ａ１ 2115 訪問型サービスⅠ・日割・初任・同一 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％ 24          

Ａ１ 1211 訪問型サービスⅡ 2,335      

Ａ１ 1213 訪問型サービスⅡ・初任 1,635      

Ａ１ 1214 訪問型サービスⅡ・同一 2,102      

Ａ１ 1215 訪問型サービスⅡ・初任・同一 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％ 1,472      

Ａ１ 2211 訪問型サービスⅡ日割 77          

Ａ１ 2213 訪問型サービスⅡ日割・初任 54          

Ａ１ 2214 訪問型サービスⅡ・日割・同一 69          

Ａ１ 2215 訪問型サービスⅡ・日割・初任・同一 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％ 49          

Ａ１ 1321 訪問型サービスⅢ 3,704      

Ａ１ 1323 訪問型サービスⅢ・初任 2,593      

Ａ１ 1324 訪問型サービスⅢ・同一 3,334      

Ａ１ 1325 訪問型サービスⅢ・初任・同一 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％ 2,334      

Ａ１ 2321 訪問型サービスⅢ日割 122        

Ａ１ 2323 訪問型サービスⅢ日割・初任 85          

Ａ１ 2324 訪問型サービスⅢ・日割・同一 110        

Ａ１ 2325 訪問型サービスⅢ・日割・初任・同一 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％ 77          

Ａ１ 4001 訪問型サービス初回加算 200

Ａ１ 4002 訪問型サービス生活機能向上加算 100

Ａ１ 6270 訪問型サービス処遇改善加算Ⅰ

Ａ１ 6271 訪問型サービス処遇改善加算Ⅱ

Ａ１ 6273 訪問型サービス処遇改善加算Ⅲ

Ａ１ 6275 訪問型サービス処遇改善加算Ⅳ
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チ　初回加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200単位加算 1月につき

リ　生活機能向上連携加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　100単位加算

ヌ　介護職員処遇改善加算
(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所定単位数の86/1000　加算

(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所定単位数の48/1000　加算

(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）で算定した単位数の　90％　加算

(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）で算定した単位数の　80％　加算

ハ　訪問型
サービス費（み

なし）（Ⅲ）

事業対象者・要支援２（週2回
を超える程度）

　　　　　　3,704単位

ロ　訪問型
サービス費（み

なし）（Ⅱ）

事業対象者・要支援１・要支
援２（週2回程度）

　　　　　　2,335単位

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％

事業所と同一建物の利用者又
はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービスを行う場合　　×90％

1月につき

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％

事業所と同一建物の利用者又
はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービスを行う場合　　×90％

事業対象者・要支援２（週2回
を超える程度）

　　　　　　　122単位

1日につき

1月につき

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％

事業所と同一建物の利用者又
はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービスを行う場合　　×90％

事業対象者・要支援１・要支
援２（週2回程度）

　　　　　　　　77単位

1日につき

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％

事業所と同一建物の利用者又
はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービスを行う場合　　×90％

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合成
単位数

算定単位

イ　訪問型
サービス費（み

なし）（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・要支
援２（週1回程度）

　　　　　　1,168単位

1月につき

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％

事業所と同一建物の利用者又
はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービスを行う場合　　×90％

事業対象者・要支援１・要支
援２（週1回程度）

　　　　　　　　38単位

1日につき

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％

事業所と同一建物の利用者又
はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービスを行う場合　　×90％



館林市訪問型サービス（みなし）サービスコード表

　※平成２７年４月１日以降に介護予防訪問介護の指定を受けた事業者が使用します。

種類 項目

Ａ２ 1111 訪問型サービスⅠ 1,168      

Ａ２ 1113 訪問型サービスⅠ・初任 818        

Ａ２ 1114 訪問型サービスⅠ・同一 1,051      

Ａ２ 1115 訪問型サービスⅠ・初任・同一 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合　×70％ 736        

Ａ２ 2111 訪問型サービスⅠ日割 38          

Ａ２ 2113 訪問型サービスⅠ日割・初任 27          

Ａ２ 2114 訪問型サービスⅠ・日割・同一 34          

Ａ２ 2115 訪問型サービスⅠ・日割・初任・同一 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％ 24          

Ａ２ 1211 訪問型サービスⅡ 2,335      

Ａ２ 1213 訪問型サービスⅡ・初任 1,635      

Ａ２ 1214 訪問型サービスⅡ・同一 2,102      

Ａ２ 1215 訪問型サービスⅡ・初任・同一 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％ 1,472      

Ａ２ 2211 訪問型サービスⅡ日割 77          

Ａ２ 2213 訪問型サービスⅡ日割・初任 54          

Ａ２ 2214 訪問型サービスⅡ・日割・同一 69          

Ａ２ 2215 訪問型サービスⅡ・日割・初任・同一 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％ 49          

Ａ２ 1321 訪問型サービスⅢ 3,704      

Ａ２ 1323 訪問型サービスⅢ・初任 2,593      

Ａ２ 1324 訪問型サービスⅢ・同一 3,334      

Ａ２ 1325 訪問型サービスⅢ・初任・同一 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％ 2,334      

Ａ２ 2321 訪問型サービスⅢ日割 122        

Ａ２ 2323 訪問型サービスⅢ日割・初任 85          

Ａ２ 2324 訪問型サービスⅢ・日割・同一 110        

Ａ２ 2325 訪問型サービスⅢ・日割・初任・同一 介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％ 77          

Ａ２ 4001 訪問型サービス初回加算 200

Ａ２ 4002 訪問型サービス生活機能向上加算 100

Ａ２ 6270 訪問型サービス処遇改善加算Ⅰ

Ａ２ 6271 訪問型サービス処遇改善加算Ⅱ

Ａ２ 6273 訪問型サービス処遇改善加算Ⅲ

Ａ２ 6275 訪問型サービス処遇改善加算Ⅳ
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チ　初回加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200単位加算 1月につき

リ　生活機能向上連携加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　100単位加算

ヌ　介護職員処遇改善加算
(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所定単位数の86/1000　加算

(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所定単位数の48/1000　加算

(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）で算定した単位数の　90％　加算

(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）で算定した単位数の　80％　加算

ロ　訪問型
サービス費（み

なし）（Ⅱ）

事業対象者・要支援１・要支
援２（週2回程度）

　　　　　　2,335単位

1月につき

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％

事業所と同一建物の利用者又
はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービスを行う場合　　×90％

事業対象者・要支援１・要支
援２（週2回程度）

　　　　　　　　77単位

1日につき

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％

事業所と同一建物の利用者又
はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービスを行う場合　　×90％

ハ　訪問型
サービス費（み

なし）（Ⅲ）

事業対象者・要支援２（週2回
を超える程度）

　　　　　　3,704単位

1月につき

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％

事業所と同一建物の利用者又
はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービスを行う場合　　×90％

事業対象者・要支援２（週2回
を超える程度）

　　　　　　　122単位

1日につき

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％

事業所と同一建物の利用者又
はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービスを行う場合　　×90％

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合成
単位数

算定単位

イ　訪問型
サービス費（み

なし）（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・要支
援２（週1回程度）

　　　　　　1,168単位

1月につき

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％

事業所と同一建物の利用者又
はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービスを行う場合　　×90％

事業対象者・要支援１・要支
援２（週1回程度）

　　　　　　　　38単位

1日につき

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合×70％

事業所と同一建物の利用者又
はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービスを行う場合　　×90％



館林市通所型サービス（みなし）サービスコード表

　※平成２７年３月３１日までに介護予防通所介護の指定を受けていた「みなし指定事業者」が使用します。

種類 項目
Ａ５ 1111 通所型サービス１ 1,647単位 1,647     1月につき
Ａ５ 1112 通所型サービス１日割 54単位 54         1日につき
Ａ５ 1121 通所型サービス２ 3,377単位 3,377     1月につき
Ａ５ 1122 通所型サービス２日割 111単位 111       1日につき
Ａ５ 6109 通所型サービス若年性認知症受入加算 240　単位加算 240       
Ａ５ 6105 通所型サービス同一建物減算１ 376単位減算 -376      
Ａ５ 6106 通所型サービス同一建物減算２ 752単位減算 -752      
Ａ５ 5010 通所型生活向上グループ活動加算 100単位加算 100       
Ａ５ 5002 通所型サービス運動器機能向上加算 225単位加算 225       
Ａ５ 5003 通所型サービス栄養改善加算 150単位加算 150       
Ａ５ 5004 通所型サービス口腔機能向上加算 150単位加算 150       
Ａ５ 5006 通所型複数サービス実施加算Ⅰ１ 480単位加算 480       
Ａ５ 5007 通所型複数サービス実施加算Ⅰ２ 480単位加算 480       
Ａ５ 5008 通所型複数サービス実施加算Ⅰ３ 480単位加算 480       
Ａ５ 5009 通所型複数サービス実施加算Ⅱ 700単位加算 700       
Ａ５ 5005 通所型サービス事業所評価加算 120単位加算 120       
Ａ５ 6107 通所型サービス提供体制加算Ⅰ１１ 72単位加算 72         
Ａ５ 6108 通所型サービス提供体制加算Ⅰ１２ 144単位加算 144       
Ａ５ 6101 通所型サービス提供体制加算Ⅰ２１ 48単位加算 48         
Ａ５ 6102 通所型サービス提供体制加算Ⅰ２２ 96単位加算 96         
Ａ５ 6103 通所型サービス提供体制加算Ⅱ１ 24単位加算 24         
Ａ５ 6104 通所型サービス提供体制加算Ⅱ２ 48単位加算 48         
Ａ５ 6110 通所型サービス処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の40/1000　加算
Ａ５ 6111 通所型サービス処遇改善加算Ⅱ 所定単位数の22/1000　加算
Ａ５ 6113 通所型サービス処遇改善加算Ⅲ （2）で算定した単位数の　　90％　加算

Ａ５ 6115 通所型サービス処遇改善加算Ⅳ （2）で算定した単位数の　　80％　加算

定員超過の場合

種類 項目

Ａ５ 8001 通所型サービス１・定超 　　　　1,647単位 1,153     1月につき

Ａ５ 8002 通所型サービス１日割・定超 　　　　　　54単位 38         1日につき

Ａ５ 8011 通所型サービス２・定超 　　　　3,377単位 2,364     1月につき

Ａ５ 8012 通所型サービス２日割・定超 　　　　　111単位 78         1日につき

看護・介護職員が欠員の場合

種類 項目

Ａ５ 9001 通所型サービス１・人欠 　　　　1,647単位 1,153     1月につき

Ａ５ 9002 通所型サービス１日割・人欠 　　　　　　54単位 38         1日につき

Ａ５ 9011 通所型サービス２・人欠 　　　　3,377単位 2,364     1月につき

Ａ５ 9012 通所型サービス２日割・人欠 　　　　　111単位 78         1日につき
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合成
単位数

算定単位

イ　通所型サービス費（みなし）
事業対象者・要支援１

看護・介護職員が
欠員の場合
　　×　70％

事業対象者・要支援２

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合成
単位数

算定単位

イ　通所型サービス費（みなし）
事業対象者・要支援１

定員超過の場合
　　×　70％

事業対象者・要支援２

リ　介護職員処遇改善加算 (1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)　
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

（2）選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） 運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上
ト　事業所評価加算
チ　サービス提供体制強化加
算

（1）サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）イ

事業対象者・要支援１
事業対象者・要支援2

（1）サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）ロ

事業対象者・要支援１
事業対象者・要支援2

（1）サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）ハ

事業対象者・要支援１
事業対象者・要支援2

合成
単位数

算定単位

1月につき
事業所と同一の建物に居住する者又は同一建物から利用する
者に通所型サービス（みなし）を行う場合

事業対象者・要支援１
事業対象者・要支援２

ロ　生活機能向上グループ活動加算

若年性認知症利用者受入加算

ハ　運動器機能向上加算
ニ　栄養改善加算
ホ　口腔機能向上加算
ヘ　選択的
サービス複数
実施加算

（1）選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） 運動器機能向上及び栄養改善　　
運動器機能向上及び口腔機能向上　　
栄養改善及び口腔機能向上

イ　通所型サービス費（みなし） 事業対象者・要支援１

事業対象者・要支援２

サービスコード
サービス内容略称 算定項目



館林市通所型サービス（みなし）サービスコード表

　※平成２７年４月１日以降に介護予防通所介護の指定を受けた事業者が使用します。

種類 項目
Ａ６ 1111 通所型サービス１ 1,647単位 1,647     1月につき
Ａ６ 1112 通所型サービス１日割 54単位 54         1日につき
Ａ６ 1121 通所型サービス２ 3,377単位 3,377     1月につき
Ａ６ 1122 通所型サービス２日割 111単位 111       1日につき
Ａ６ 6109 通所型サービス若年性認知症受入加算 240　単位加算 240       
Ａ６ 6105 通所型サービス同一建物減算１ 376単位減算 -376      
Ａ６ 6106 通所型サービス同一建物減算２ 752単位減算 -752      
Ａ６ 5010 通所型生活向上グループ活動加算 100単位加算 100       
Ａ６ 5002 通所型サービス運動器機能向上加算 225単位加算 225       
Ａ６ 5003 通所型サービス栄養改善加算 150単位加算 150       
Ａ６ 5004 通所型サービス口腔機能向上加算 150単位加算 150       
Ａ６ 5006 通所型複数サービス実施加算Ⅰ１ 480単位加算 480       
Ａ６ 5007 通所型複数サービス実施加算Ⅰ２ 480単位加算 480       
Ａ６ 5008 通所型複数サービス実施加算Ⅰ３ 480単位加算 480       
Ａ６ 5009 通所型複数サービス実施加算Ⅱ 700単位加算 700       
Ａ６ 5005 通所型サービス事業所評価加算 120単位加算 120       
Ａ６ 6107 通所型サービス提供体制加算Ⅰ１１ 72単位加算 72         
Ａ６ 6108 通所型サービス提供体制加算Ⅰ１２ 144単位加算 144       
Ａ６ 6101 通所型サービス提供体制加算Ⅰ２１ 48単位加算 48         
Ａ６ 6102 通所型サービス提供体制加算Ⅰ２２ 96単位加算 96         
Ａ６ 6103 通所型サービス提供体制加算Ⅱ１ 24単位加算 24         
Ａ６ 6104 通所型サービス提供体制加算Ⅱ２ 48単位加算 48         
Ａ６ 6110 通所型サービス処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の40/1000　加算
Ａ６ 6111 通所型サービス処遇改善加算Ⅱ 所定単位数の22/1000　加算
Ａ６ 6113 通所型サービス処遇改善加算Ⅲ （2）で算定した単位数の　　90％　加算

Ａ６ 6115 通所型サービス処遇改善加算Ⅳ （2）で算定した単位数の　　80％　加算

定員超過の場合

種類 項目

Ａ６ 8001 通所型サービス１・定超 　　　　1,647単位 1,153     1月につき

Ａ６ 8002 通所型サービス１日割・定超 　　　　　　54単位 38         1日につき

Ａ６ 8011 通所型サービス２・定超 　　　　3,377単位 2,364     1月につき

Ａ６ 8012 通所型サービス２日割・定超 　　　　　111単位 78         1日につき

看護・介護職員が欠員の場合

種類 項目

Ａ６ 9001 通所型サービス１・人欠 　　　　1,647単位 1,153     1月につき

Ａ６ 9002 通所型サービス１日割・人欠 　　　　　　54単位 38         1日につき

Ａ６ 9011 通所型サービス２・人欠 　　　　3,377単位 2,364     1月につき

Ａ６ 9012 通所型サービス２日割・人欠 　　　　　111単位 78         1日につき
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合成
単位数

算定単位

イ　通所型サービス費（みなし）
事業対象者・要支援１

看護・介護職員が
欠員の場合
　　×　70％

事業対象者・要支援２

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合成
単位数

算定単位

イ　通所型サービス費（みなし）
事業対象者・要支援１

定員超過の場合
　　×　70％

事業対象者・要支援２

リ　介護職員処遇改善加算 (1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)　
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

（2）選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） 運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上
ト　事業所評価加算
チ　サービス提供体制強化加
算

（1）サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）イ

事業対象者・要支援１
事業対象者・要支援2

（1）サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）ロ

事業対象者・要支援１
事業対象者・要支援2

（1）サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）ハ

事業対象者・要支援１
事業対象者・要支援2

合成
単位数

算定単位

若年性認知症利用者受入加算 1月につき
事業所と同一の建物に居住する者又は同一建物から利用する
者に通所型サービス（みなし）を行う場合

事業対象者・要支援１
事業対象者・要支援２

ロ　生活機能向上グループ活動加算
ハ　運動器機能向上加算
ニ　栄養改善加算
ホ　口腔機能向上加算
ヘ　選択的
サービス複数
実施加算

（1）選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） 運動器機能向上及び栄養改善　　
運動器機能向上及び口腔機能向上　　
栄養改善及び口腔機能向上

イ　通所型サービス費（みなし） 事業対象者・要支援１

事業対象者・要支援２

サービスコード
サービス内容略称 算定項目



館林市介護予防ケアマネジメントサービスコード表

種類 項目

ＡＦ 2111 介護予防ケアネジメント 430       

ＡＦ 4001 介護予防ケア初回加算 300       

ＡＦ 6131 介護予防ケア小規模多機能連携加算 300       
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イ　介護予防ケアマネジメント費 要支援１・２　　　　　　　　　　　　　430単位 1月につき

ロ　初回加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300単位

ハ　介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300単位

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

合成
単位数

算定単位



29

総合事業における事業所指定について

○総合事業における事業所の指定権者は館林市であるため、新規指定、更新申請、変更届、加算届等の

届出は館林市に対して行うことになります。そのため、介護給付、介護予防給付に加え、総合事業の事業

所の指定を行うことになります。

○例えば指定内容が変更になった際の変更届については、

→介護保険給付と介護予防給付に係る変更届は群馬県に

→総合事業に係る変更届は館林市に 届け出ることになります。

総合事業に係る事業所指定は館林市が行います。



総合事業の移行にあたって、総合事業に係る規定の施行日前日である平成２７年３月３１日において、介護予防訪問介護、

介護予防通所介護係る指定介護予防サービスの事業者について、当該施行日において、総合事業による指定事業者の

指定をみなす（改正法附則第１３条）旨の規定を設け、市町村及び事業者の負担軽減を図っています。

※　なお、総合事業における介護予防ケアマネジメントについては、原則市町村の直接実施または委託で行うため、みなしによる指定事業者の
　仕組みを活用することは想定されておりません。
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介護予防通所介護に係る指定介護予防
サービス事業者に係る指定

通所型サービス（第１号通所事業）に係る事業者の指定

（改正法の規定）

〈みなし指定の対応表〉

既存の指定（平成２７年３月３１日） 附則の規定により指定を受けたものとみなされる総合事業の指定（「みなし指定」）

介護予防訪問介護に係る指定介護予防
サービス事業者に係る指定

訪問型サービス（第１号訪問事業）に係る事業者の指定

総合事業のみなし指定について



○みなし指定を受けた事業者について、平成３０年４月以降も事業を継続する場合には、市町村から総合事業の指定の
　更新を受ける必要があります。
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○みなし指定の有効期間は、平成２７年４月１日から平成３０年３月末までです。

　　　※　ガイドライン：原則平成２７年４月から平成３０年３月末までの３年間とするが、市町村が平成２７年４月までにその有効期間を定めた

　　　　　場合にはその定める期間（６年を超えない範囲）とする。

○事業者がみなし指定を希望しない場合は、事業者が施行日の前日（平成27年3月31日）までに、厚生労働省令で定めるところにより
　 別段の申出をしたときは、総合事業の指定をみなさないこととなっている。〔改正法附則第１３条ただし書及び「地域における医療及び
　 介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」
　（平成２６年厚生労働省令第７１号）附則第２条〕

みなし指定の有効期間

予防給付から総合事業への移行期間中である平成２７年度から平成２９年度までの間にあっては、みなし指

定について「特段の申出」しない事業者については、総合事業の指定と、予防給付による指定の２つが効力

を生じます。

みなし指定を希望しない場合
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４　総合事業への移行に関する留意点
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事業対象者の「一時的な」区分限度支給額の変更について

○事業対象者の区分限度支給額は予防給付の要支援１の限度額（５，００３単位）とします。

※ ただし、利用者の状態（退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながるケースなど）に

よっては、予防給付の要支援１の限度額を超えることも可能です。その場合であっても、上限額は、要支援

２の支給限度額を超えることは想定しておりません。

一次的に限度額を引き上げる場合は、「総合事業対象者における一時的な区分支給限度額変更申請書」

に、「介護予防サービス・支援計画書」、「サービス担当者会議の要点」を添付して提出してください。

事業対象者の区分限度支給額は予防給付の要支援１の限度額
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総合事業における報酬の請求について

○厚生労働省令に規定のあった旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護と同一の内容を総合事業の

サービスとして規定することから、請求方法も同じです。したがって、費用の１割（２割）を利用者から徴収し、

報酬分を国保連経由とすることに変わりはありません。

○ただし、請求コードは総合事業専用のものになります。

現行の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護と同一の基準によるサービスは、請求も従来と同じ



　　 

      

契約書
再契約
新規契約

※１　既利用者とは、平成２８年３月以前より予防給付（介護予防訪問介護、介護予防通所介護）を利用していて、
　平成２８年３月１日以降、総合事業を利用する場合をいいます。既利用者は、平成２８年３月１日以降の更新申請者より
　順次、総合事業に移行します。

【その他】
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　　　　　介護予防・日常生活支援総合事業の実施にあたり、定款は、会社など法人の運営にあたり最も重要な規則となりますので、
　　　    定款変更（事業の追加）していただくことが必要になります。

　　○定款変更等

同意

重要事項説明書利用者
既利用者（要支援１、２）※１
新規（要支援１、２及び事業対象者）

（再）同意

利用者との契約について

○総合事業のみなし指定によるサービス提供にあたっては、現在の予防給付と同様に、指定事業者は

利用者に対して、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意をいただいた上で、

サービスが開始されます。

○※現在の介護予防訪問（通所）介護の提供に係る契約は、「介護予防訪問（通所）介護の提供」に関する

事項のため、総合事業には適用されず、一部文言の変更が必要になります。

①サービスの種類

介護予防訪問（通所）介護→介護予防訪問（通所）介護相当サービス

②介護予防ケアプラン

介護予防サービス計画書、介護予防マネジメントケアプランの両者、またはどちらかを示す。

③記録の保存

総合事業によるサービスの提供には、利用者との契約が必要
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５　サービス利用の流れについて



※１　事業対象者とは、６５歳以上の人で、心身の状況、その置かれている環境その他の状況から、要支援（要介護）状態となることを
　予防するための援助を行う必要があると「基本チェックリスト」の実施により該当した人です。介護予防ケアマネジメントに基づいて、
　サービスを利用することになります。
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　　○「基本チェックリストの使い方」に基づき、質問項目の主旨を説明しながら実施します。

　　　※サービス事業利用のための手続きは、原則、被保険者本人が直接窓口にて行います。ただし、本人が来所できない（例：入院中である、
　　　相談窓口が遠い、外出に支障がある等）場合は、後日、高齢者あんしん相談センター職員が訪問し、本人の状況や相談の目的等を聴き取ります。

　　　　　※サービス事業によるサービスのみ利用する場合、更新時からは、要介護認定等を省略し、基本チェックリストを用いて事業対象者（※１）とし、
　　　　　　 迅速なサービスの利用が可能であること。
　　　　　※事業対象者（※１）となった後や、サービス事業によるサービスを利用し始めた後も、必要なときは要介護認定等の申請が可能であること。
　　　　　※利用したいサービスを確認し、高齢者あんしん相談センターで介護予防ケアマネジメントを実施すること。

　　○「介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書（基本チェックリスト及び アセスメント実施依頼書」の裏面“確認フロー”

　　　に基づき、聞き取るとともに、総合事業の利用を希望する場合には、用紙の記入及び「同意」を得ます。

　　○総合事業の目的や内容、メニュー、手続き等のほか、以下についても説明します。

　　○被保険者は窓口（市役所介護高齢課・高齢者あんしん相談センター）に相談。

　　○被保険者から、相談の目的や必要と考えているサービスを聴き取ります。

　　○窓口担当者は、サービス事業、要介護認定等の申請、一般介護予防事業について説明を行います。

　　　　　※明らかに要介護認定が必要な場合や、予防給付によるサービスを希望している場合等は、要介護認定等の申請の手続きにつなぎます。
　　　　　※一般介護予防事業の利用のみを希望する場合は、こちらのサービスにつなぎます。

事業対象者の相談からサービス利用まで

①相談

②聞き取り

④基本チェックリストの実施

③総合事業の説明
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　　○市は被保険者証を発行し、被保険者（事業対象者）に送付します。

　　○高齢者あんしん相談センターは、被保険者（事業対象者）に対してアセスメントし、結果に基づきケアプラン（案）の作成、

　　　 サービス担当者会議の開催、サービスの案内等を行います。

　　○被保険者（事業対象者）はケアプランに同意し、契約を締結します。

　　○基本チェックリスト実施の際、質問項目と併せ、利用者本人の状況やサービス利用の意向を聞き取ったうえで、

　　　 振り分けを判断し、事業対象者を特定します。（高齢者あんしん相談センター職員が本人と面接しながら実施します。）

　　○高齢者あんしん相談センターは、基本チェックリストおよび「介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）

　　　　届出書」を市に提出します。

　　○市は高齢者あんしん相談センターから基本チェックリストおよび「介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント依頼

　　　 （変更）届出書」を受理します。

⑤事業対象者の特定

⑥基本チェックリストおよび「介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」提出

⑦介護予防ケアマネジメント依頼届出書の受理・送付

⑧被保険者証の発行

⑨アセスメント、ケアプラン（案）作成、サービス担当者会議、サービスのご案内

⑩ケアプラン同意

サービス利用
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非該当

　該当

訪問型サービス、通所型サービスのみを利用

②要支援認定等申請

①相 談（市役所、高齢者あんしん相談センター）

④基本チェックリスト ⑤一般介護予防事業

④要支援認定者
③非該当 ⑤介護予防・生活支援サービス事業対象者

⑥介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書を市へ提出

⑦名簿登録・被保険者証発行

⑧介護予防ケアマネジメント実施（高齢者あんしん相談センターまたは委託された指定居宅介護支援事業所）

〔アセスメント、ケアプラン（案）の作成、サービス担当者会議など〕

⑨ケアプラン交付 ⑩サービス事業利用 ⑪モニタリング・評価

⑫給付管理票作成・国保連合会送付など

③要支援認定調査

⑥介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネ

ジメント依頼（変更）届出書を市へ提出

利用までの流れ 〔要介護・要支援認定等が必要な人〕
⑴新規でサービスを利用する人

⑵要介護･要支援認定の更新を迎える人のうち、訪問型サービス、通所型サービス以外のサービスも利用希望の人
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非該当

　該当

①相 談（市役所、高齢者あんしん相談センター）

②基本チェックリスト ③一般介護予防事業

③介護予防・生活支援サービス事業対象者

④基本チェックリスト及び介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書を市へ提出

⑤名簿登録・被保険者証発行

⑥介護予防ケアマネジメント実施（高齢者あんしん相談センターまたは委託された指定居宅介護支援事業所）

〔アセスメント、ケアプラン（案）の作成、サービス担当者会議など〕

⑦ケアプラン交付 ⑧サービス事業利用 ⑨モニタリング・評価

⑩給付管理票作成・国保連合会送付など

利用までの流れ 〔要介護・要支援認定等が必要な人以外 : 基本チェックリスト等を実施〕
○更新で、訪問型サービス、通所型サービスのみのサービスを利用希望の人
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基本チェックリスト実施対象者 要介護（要支援）認定申請対象者

訪問型サービス・通所型サービスのみを利用
予防訪問介護、予防通所介護以外のサービ
ス、または予防訪問介護、予防通所介護と他
のサービスを利用

認定者　３～１２か月

前回要介護認定 認定者　３～２４か月

○ × 次回認定開始日まで

× ○ 認定者　３～２４か月

要介護→要介護 認定者　３～１２か月

要支援→要介護 認定者　３～１２か月

要介護→要支援 認定者　３～１２か月

要支援→要支援 認定者　３～１２か月

〔要介護認定に係る有効期間の見直しについて（「厚生労働省ガイドライン」より〕
１.基本的な考え方
　 「介護保険制度の見直しに関する意見」（第54回社会保障審議会介護保険部会）を踏まえ、介護予防・日常生活
支援総合事業の実施に当たり、市町村の事務負担を軽減するため、当該事業を実施している市町村について、
更新申請時の要介護認定に係る有効期間を、一律に原則12か月、上限24か月に延長し、簡素化する。
２．具体的内容
　介護予防・日常生活支援総合事業を市町村全域で実施している場合に限り、改正内容を適用することとする。

新　規

認定有効期間区　分

すべて認定申請

更
新

すべて認定申請

前回要支援認定

すべて認定申請

すべて認定申請
区
分
変
更

すべて認定申請

すべて認定申請

基本チェックリスト実施対象者と認定申請対象者の区分について
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×

×

○

×

○

○

×

　　　※予防給付におけるケアマネジメント（指定介護予防支援）については、引き続き、指定介護予防支援事業所としての指定を受けて行うものです。

介護予防ケアマネジメント
（新制度：総合事業）

介護予防支援
（給付）

　　総合事業による介護予防ケアマネジメントは、介護予防支援と同様、高齢者あんしん相談センター等が要支援者や事業対象者に

　対してアセスメントを行い、その状態に置かれている環境等に応じて、本人が自立した生活を送ることができるようケアプランを作成

種　　類

　するものです。

要支援者
（給付のみ）

要支援者
（給付＋事業）

※　生活支援・介護予防サービス事業における介護予防ケアマネジメント（第一号介護予防支援事業）の実施主体

■①　高齢者あんしん相談センター

■②　指定居宅介護支援事業所（高齢者あんしん相談センターからの委託による）

要支援者
（事業のみ）

事業対象者
（事業のみ）

○

介護予防ケアマネジメントについて
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　※介護予防ケアマネジメントの依頼は、基本的に利用者から市町村に提出しますが、本人の代理として家族や高齢者あんしん相談センター等から
　　 提出することもできます。（代理で提出する場合、委任状は必要なく、利用者本人が自書のうえ、家族や高齢者あんしん相談センター等 が代理で
　　市町村に提出することが可能です。）

理　由

介護給付から
　予防給付に移行する場合

介護給付から
　介護予防・生活支援サービス事業
　に移行する場合

予防給付から
　介護予防・生活支援サービス事業
　に移行する場合

○　必要

区　分
居宅サービス
計画作成依頼

届出書

介護予防サービス計画作成・介護予
防ケアマネジメント依頼（変更）

届出書

居宅介護支援事業所から高齢者あんしん相談
センターへケアマネジメントの実施者を変更す
ることとなるため

居宅介護支援事業所から高齢者あんしん相談
センターへケアマネジメントの実施者を変更す
ることとなるため

指定介護予防支援から介護予防ケアマネジメ
ントへ移行することとなるが、この場合は、要
支援者であることは変わらず、ケアマネジメン
トを実施する高齢者あんしん相談センターも変
わらないため

×　不要
×　不要
〇　必要

×　不要

×　不要 ×　不要

　※住所地特例対象者は、施設所在市町村に届出をします。

　※予防給付または総合事業から介護給付に移行した場合、または要支援者またはサービス事業対象者から要介護者に移行した場合は、現行どおり

　　　「居宅サービス計画作成依頼届出書」の届出が必要となります。

介護予防ケマネジメント依頼届出によりサービ
ス事業対象者として登録するため

市役所窓口では高齢者あんしん相談センター
が委託するか否かは判断できないため

○　必要

○　必要

要支援者から
　基本チェックリストによるサービス
　事業対象者に移行する場合

市役所の窓口で届出を受理後、
高齢者あんしん相談センターから居宅介護
支援事業所へケアマネジメントを委託した場合

×　不要

×　不要

介護予防ケアマネジメントの届出について



　※　館林市では、現行相当サービス利用から開始するため、「原則的なケアマネジメント」を実施します。この場合、給付管理票の作成が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※１　指定事業者のサービスを利用する場合には、給付管理票の作成が必要です。

※２　Ⅹ：サービス担当者会議実施分相当単位　　　　Ｙ：モニタリング実施分相当単位 45

× ×

××

× ×

× ×

× ×

モニタリング等 ― × ×

③ケアマネジメント
（初回のみの

ケアマネジメント）

・ケアマネジメントの結果、補助や助成のサービスや配食
などその他の生活支援サービスの利用につなげる場合
・初回のみ、アセスメント
■⇒ケアマネジメント結果案作成
■⇒利用者への説明・同意
■⇒提供者への説明・送付
・サービス利用開始
・モニタリング等は行わない
・適切なサービス提供につながるよう、ケアマネジメントの
結果をサービス提供者に送付または本人が持参（利用者
の同意必要）

その他
（委託・補助の

サービス）

サービス担当者会議 ×

一般介護予防・
民間事業のみ

サービス担当者会議 ×

報酬
基本報酬＋初回加算

を踏まえた単価

モニタリング等 ―

報酬
（基本報酬＋初回加算）

を踏まえた単価

× ×

報酬
（基本報酬－X－Y）

＋初回加算
（※２）

基本報酬－X－Y
（※２）

基本報酬－X－Y
（※２）

× ×

訪問型C・
通所型Cの
サービス

サービス担当者会議 ○ × ×

モニタリング等 ― ○ ○

報酬 基本報酬＋初回加算 基本報酬 基本報酬

②ケアマネジメントＢ
（簡略化した

ケアマネジメント）

・①または③以外のケアマネジメントの過程で判断した場合（指定事
業所以外の多様なサービスを利用する場合）
・サービス担当者会議を省略したケアプランの作成
・アセスメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
   ⇒ケアプラン原案作成⇒利用者への説明・同意
■⇒ケアプラン確定・交付（利用者・サービス提供者へ）
・サービス利用開始
・モニタリングは適宜

その他
（委託・補助の

サービス）

サービス担当者会議
△

　（必要時実施）

モニタリング等 ―

○（※１） ○（※１）

報酬 基本報酬＋初回加算 基本報酬 基本報酬

３月目
（翌々月）

①ケアマネジメントＡ
（原則的な

ケアマネジメント）

・現行の予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同
様
・アセスメント
■⇒ケアプラン原案作成
■⇒サービス担当者会議
■⇒利用者への説明・同意
■⇒ケアプラン確定・交付（利用者、
　　　サービス提供者へ）
・サービス利用開始
・モニタリングの実施
・利用者の状況等に応じてサービス
　の変更も行うことが可能な体制をとっておく

指定事業者
のサービス

サービス担当者会議 ○ × ×

モニタリング等 ―　（※１）

ケアマネジメント
プロセスと類型

説明
利用する
サービス

サービス提供
開始月

２月目
（翌月）

介護予防ケアマネジメントのプロセスと類型について
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　※　総合事業のみを利用する場合、介護予防給付のみを利用する場合、総合事業と介護予防給付を併用する場合のいずれであっ

　　　ても、施設所在市町村の高齢者あんしん相談センターが介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援を実施することになり、

　　　利用者との契約についても、施設所在市町村の高齢者あんしん相談センターとの契約が必要です。

介護予防ケアマネジメント
（新制度：総合事業）

― 施設所在市町村 ―

介護予防支援 保険者市町村 施設所在市町村 施設所在市町村

住所地特例対象者に対する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントは、平成２８年３月１日以降、施設所在市町村が指定

した介護予防支援事業者（高齢者あんしん相談センター）が行います。居宅介護支援事業所へ委託可能です。

○住所地特例者に対する各サービスの実施主体

サービス名 改正前 改正後
（参考）総合事業の実施を
猶予する他市町村の場合

住所地特例対象者の見直



基本チェックリスト実施日　　平成　　　年　　月　　日

氏名 住所 生年月日

希望するサービス内容

No.

1 ０． はい １． いいえ

2 ０． はい １． いいえ

3 ０． はい １． いいえ

4 ０． はい １． いいえ

5 ０． はい １． いいえ

6 ０． はい １． いいえ

7 ０． はい １． いいえ

8 ０． はい １． いいえ

9 １． はい ０． いいえ

10 １． はい ０． いいえ

11 １． はい ０． いいえ

12

13 １． はい ０． いいえ

14 １． はい ０． いいえ

15 １． はい ０． いいえ

16 ０． はい １． いいえ

17 １． はい ０． いいえ

18 １． はい ０． いいえ

19 ０． はい １． いいえ

20 １． はい ０． いいえ

21 １． はい ０． いいえ

22 １． はい ０． いいえ

23 １． はい ０． いいえ

24 １． はい ０． いいえ

25 １． はい ０． いいえ

（注）ＢＭＩ＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)が18.5未満の場合に該当とする

事業対象者に該当する基準

基本チェックリスト様式（厚生労働省作成）

お茶や汁物等でむせることがありますか

口の渇きが気になりますか

半年前に比べて堅いものが食べにくくなりましたか

回答 ： いずれかに○
をお付けください

質問項目

バスや電車で１人で外出していますか

この１年間に転んだことがありますか

転倒に対する不安は大きいですか

６ヶ月間で２～３kg以上の体重減少がありましたか

身長　　　　　cm　　体重　　　　　kg　　　　　　（ＢＭＩ＝　　　　　　　　　　）（注）

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

１５分間位続けて歩いていますか

日用品の買い物をしていますか

預貯金の出し入れをしていますか

友人の家を訪ねていますか

家族や友人の相談にのっていますか

③質問項目№１１～１２の２項目のすべてに該当

（ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする

週に１回以上は外出していますか

昨年と比べて外出の回数が減っていますか

周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか　　　　　　　　　　　　１． はい

自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか

今日が何月何日かわからない時がありますか

基本チェックリスト実施者　　　　　　　　　　　　

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

　　場合をいう。

④質問項目№１３～１５までの３項目のうち２項目以上に該当

⑤質問項目№１６に該当

⑥質問項目№１８～２０までの３項目のうちいずれか１項目以上に該当

⑦質問項目№２１～２５までの５項目のうち２項目以上に該当

（注）　　この表における該当（№１２を除く。）とは、回答部分に「１． はい」または「１． いいえ」に

　　該当することをいう。

（ここ２週間）毎日の生活に充実感がない

（ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった

（ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる

（ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない

（注）　　この表における該当（№１２に限る。）とは、ＢＭＩ＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)が18.5未満の

①質問項目№１～２０までの２０項目のうち１０項目以上に該当

②質問項目№６～１０までの５項目のうち３項目以上に該当
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介護予防ケアマネジメント参考様式 

 

 
  ※ 詳細については、「介護予防日常生活支援総合事業ガイドライン」、介護保険最新情報Vol.484等をご覧ください。 
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歳 平成 年 月 日

　表の生活行為について、現在しているものには「している」の列に、現在していないがしてみたいものには

「してみたい」の列に、する・しない、できる・できないにかかわらず、興味があるものには「興味がある」の

列に○を付けてください。どれにも該当しないものには「している」の列に×を付けてください。

　リスト以外の生活行為に思い当たるものがあれば、空欄を利用して記載してください。

お参り・宗教活動 旅行・温泉

地域活動（町内会・寿連合会） 賃金を伴う仕事

ボランティア 畑仕事

居酒屋に行く 針仕事

デート・異性との交流 編み物

家族・親戚との団らん 競馬・競輪・競艇・パチンコ

友達とおしゃべり・遊ぶ 野球・相撲等観戦

動物の世話 ダンス・踊り

孫・子供の世話 ゴルフ・グランドゴルフ・
水泳・テニスなどのスポーツ

電車・バスでの外出 散歩

自転車・車の運転 体操・運動

洗濯・洗濯物たたみ 将棋・囲碁・麻雀・ゲーム等

家や庭の手入れ・世話 音楽を聴く・楽器演奏

買い物 歌を歌う・カラオケ

料理を作る お茶・お花

掃除・整理整頓 映画・観劇・演奏会

好きなときに眠る 写真

身だしなみを整える パソコン・ワープロ

歯磨きをする 絵を描く・絵手紙

自分で食べる 書道・習字

自分で服を着る 俳句

一人でお風呂に入る 読書

興味・関心チェックシート

氏名 年齢 性別（男・女） 記入日

し

て

み

た

い

興

味

が

あ

る

自分でトイレへ行く 生涯学習・歴史

生活行為

し

て

い

る

し

て

み

た

い

興

味

が

あ

る

生活行為

し

て

い

る
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